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１．国・府の動向 
（１） 国の動向 

わが国では、少⼦⾼齢化に対応し、⼈⼝の減少に⻭⽌めをかけるとともに、活⼒ある⽇本社会を維持し
ていくため、平成26（2014）年11⽉に「まち・ひと・しごと創⽣法」が制定され、同年12⽉に平成27
（2015）年度〜令和元（2019）年度を計画期間とする第１期「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」が
定められました。 

令和元（2019）年12⽉には、第１期「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」期間中の施策の検証を踏ま
え、「活⼒ある地域社会」の実現と、「東京圏への⼀極集中」の是正をめざして地⽅創⽣の動きを更に加
速させていく第２期「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」が策定されました。 

また、令和４（2022）年12⽉には、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」をめざす「デジ
タル田園都市国家構想」の実現に向け、デジタル技術の活用によって、地域の個性を⽣かしながら地⽅の
社会課題解決や魅⼒向上の取組を加速化・深化することとされ、第２期「まち・ひと・しごと創⽣総合戦
略」を抜本的に改訂した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」が策定されました。 

「デジタル田園都市国家構想総合戦略」では、基本的な考え⽅として、「デジタルの⼒を活用して地⽅
創⽣を加速化・深化する」、「東京圏への過度な⼀極集中の是正や多極化を図り、地⽅から全国へとボト
ムアップの成⻑につなげていく」、「デジタル田園都市国家構想交付⾦の活用等により、各地域の優良事例
の横展開を加速化する」、「これまでの地⽅創⽣の取組も、蓄積された成果や知⾒に基づき、改善を加え
ながら推進する」を掲げています。 
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（２） 府の動向 
⼤阪府では、⼤阪府⼈⼝ビジョンや第１期及び第２期⼤阪府まち・ひと・しごと創⽣総合戦略のもと、

「⼈⼝減少・超⾼齢社会」においても、持続的発展を実現するため、「若者が活躍でき、⼦育て安⼼の都
市「⼤阪」の実現」、「⼈⼝減少・超⾼齢社会においても持続可能な地域づくり」、「東⻄⼆極の⼀極として
の社会経済構造の構築」の３つの⽅向性を踏まえ、取組が進められてきましたが、全国的に⼈⼝減少・少
⼦⾼齢化が進む中、⼤阪府においても⼈⼝の⾃然減や労働⼒⼈⼝の減少、東京圏への転出超過に⻭
⽌めがかからない状況が続いています。 

⼀⽅、全国からの転入者や外国⼈労働者は着実に増加するとともに、⼤阪府の延べ宿泊者数が令和
5（2023）年に過去最⾼を記録するなど交流⼈⼝については増加傾向にあります。 

また、第２期戦略の終期を迎えるに当たって、2025 年⼤阪・関⻄万博の開催や DX の推進など、府を
取り巻く環境には⼤きな変化が⽣じているとともに、若者・⼥性の活躍促進やカーボンニュートラル（脱炭素）
など、SDGs の目標達成に向けさらなる取組が必要とされています。 

このような状況を踏まえ、第２期戦略までの⽅向性は継承しつつ、これまでの課題や現下の⼈⼝動向・
社会情勢等を踏まえた⾒直しを⾏うとともに、地⽅版総合戦略において効果的な施策を⽴案するための
「重要な基礎」と位置付けられている地⽅版⼈⼝ビジョン（⼤阪府⼈⼝ビジョン）と統合する形で、令和 7
（2025）年度から令和 11（2029）年度を計画期間とする第３期⼤阪府まち・ひと・しごと創⽣総合
戦略が策定されました。 

 
第３期⼤阪府まち・ひと・しごと創⽣総合戦略では、万博のインパクトやデジタルの⼒を積極的に活用す

ることや、SDGs の理念を踏まえながら、⼤阪の強みをさらに伸ばしていくという視点で取り組みを推進するこ
ととされています。 
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２．総合戦略の基本的考え⽅ 
（１） ⼋尾市第６次総合計画との関係 

本市では、⻑期的な視点で総合的かつ計画的な市政運営を進め、限られた⾏政の経営資源を有効に
活用し最⼤の効果を上げるため、令和３（2021）年度から令和10（2028）年度までの８年間を計
画期間とする「⼋尾市第６次総合計画 〜⼋尾新時代しあわせ成⻑プラン〜」（以下「第６次総計」と
いう。）を策定しました。 

第６次総計の推進により実現をめざす将来都市像を「つながり、かがやき、しあわせつづく、成⻑都市 
⼋尾」と設定し、市⺠の⽇常⽣活の場⾯とライフステージという視点から、市⺠のしあわせが実現するための
６つのまちづくりの目標を次のとおりとしています。 

 
【まちづくりの目標】 

目標１ 未来への育ちを誰もが実感できるまち 
目標２ もしもの時への備えがあるまち 
目標３ 世界に魅⼒が広がるまち 
目標４ ⽇常の暮らしが快適で環境にやさしいまち 
目標５ つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち 
目標６ みんなの⼒でともにつくる持続可能なまち 

 
第６次総計におけるまちづくりの目標を念頭に置きつつ、第６次総計の計画期間においても引き続き、

⼈⼝減少を克服し地⽅創生を目的として、特に重点的に進めるべき取り組みを位置付ける総合計画の
実⾏計画として第２期総合戦略を推進します。 

 
第６次総計と総合戦略の関係 

 

 

 

【将
来
都
市
像
】 

 

つ
な
が
り
、
か
が
や
き
、 

 

し
あ
わ
せ
つ
づ
く
、 

 
 

成
長
都
市 

⼋
尾 

 

第２期⼋尾市総合戦略 
（実⾏計画） 

⼋尾市第６次総合計画 
実施計画（実⾏計画） 

⼋尾市第６次総合計画 
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（２） 計画期間 

 

第２期総合戦略は、第６次総計と整合性を担保する狙いで８年間の計画期間としており、４年間を
「前期戦略」（計画期間︓令和３（2021）年度から令和６（2024）年度）として、すべての市⺠に
光があたり、誰も取り残さないための取り組みを進める第６次総計と同じく、ＳＤＧｓの目標達成を⾒据
えた取り組みの推進や、令和７（2025）年に開幕する⼤阪・関⻄万博に向けて、万博のテーマである
「いのち輝く未来社会のデザイン」に資する取り組みを推進してきました。 

「後期戦略」（計画期間︓令和７（2025）年度から令和10（2028）年度）は、上記の⽅針を
踏襲しつつ、総合計画の基本計画の⾒直しとあわせて、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略や第
３期⼤阪府まち・ひと・しごと創⽣総合戦略を勘案し、⼤阪・関⻄万博の波及効果やデジタルの⼒を積極
的に活用した取り組みを推進します。 

なお、⼈⼝ビジョンについては中⻑期の⼈⼝推計を実施したうえで策定しているものであるため、後期戦
略策定にあたっての⾒直しは実施しませんが、本市の総⼈⼝は令和６（2024）年４⽉末⽇時点で26
万⼈を割り込み、⼈⼝減少傾向が続いています。 

また、社会増減の推移は横ばいとなっていますが、死亡数が出⽣数を上回る⾃然減が拡⼤傾向にあり、
⾃然減の縮小に向けた取り組みを充実させる必要があります。 
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（３） 第２期総合戦略 前期戦略の振り返り 
第２期⼋尾市総合戦略 前期戦略の推進にあたっては、総合計画におけるまちづくりの考え⽅や市政運

営における基本⽅針を踏まえつつ、国・府の総合戦略における政策との連動を図るため、第 1 期⼋尾市総合
戦略と同様次の基本目標を掲げ取り組みを進めてきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２期⼋尾市総合戦略の進捗状況については、⼋尾市総合計画審議会にて毎年効果検証を実施して

います。委員からの主な意⾒は以下の通りです。 
 
・2025 年⼤阪・関⻄万博の開催後の「レガシー」を活かす意識を持ち、⼋尾の成⻑に資する取り組みを検

討していく必要がある。 
・「・・・相談件数」という指標の設定が妥当なのか。増加が良いのか、それとも減少が良いのか、判断があい

まいになる。相談後の満⾜度や納得度に焦点を当てることが重要ではないか。 
・コロナ禍の影響で実績値が伸び悩んだ指標があるので、ウィズコロナの状況でも実績値を伸ばすための工

夫が必要。 
・目標値に対して実績値が低い、あるいは実績値が下降傾向にある指標について、要因分析が⼗分に⾏

われていないものがある。 
・多様性社会の中では、KPI も時代とともに変化していくべき。 

 

 

 

 

 

 

基本目標５ 

経済成⻑を推進する、未
来志向の産業振興を 
めざすまち 
 

基本目標１ 

地域特性をふまえたま
ちづくりが進み、安全・
安⼼に暮らせるまち 

基本目標６ 

⾏ってみたい、関わってみ
たい、住みつづけたい、 
魅⼒があふれるまち 

基本目標３ 

若い世代が⾃分の将来を 
⾒つめ学び、ライフプランが 
実現できるまち 

基本目標４ 

誰もが⾃分の持つ能⼒
や経験を活かし、地域や
職場で活躍できるまち 
 

基本目標２ 

みんなの健康をみんなで
守る健康づくりのまち 
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第 2 期八尾市総合戦略における基本目標 
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（４） 基本目標と基本的⽅向・施策に関する考え⽅ 
平成27（2015）年度に策定した第１期⼋尾市総合戦略では、⼋尾市⼈⼝ビジョンから⾒える本市

の現状と課題や、産業関係分野、官公庁関係分野、教育・学識分野、⾦融関係分野、労働関係分
野、⾔論関係分野の各種関係機関等の参加を得て開催した⼋尾市総合計画審議会総合戦略部会に
おける意⾒を踏まえつつ、国・府の総合戦略における政策との連動を図りながら、総合計画におけるまちづく
りの考え⽅に基づき取り組むため、６つの基本目標を設定しました。 

第２期総合戦略に対する国の「継続は⼒なり」、⼤阪府の「取組の⽅向性を継続し、基本目標は維
持。」という考え⽅を勘案し、本市の第２期総合戦略においても、取り組みの⽅向性を継続し、基本目標
の⼤枠は維持することとします。 

これらの基本目標の達成に向け、基本目標ごとに成果を重視した数値目標を設定するとともに、推進し
ていくべき基本的⽅向・施策を定め、それぞれに対して進捗状況の検証を⾏っていくための客観的な重要
業績評価指標（ＫＰＩ）を設定します。 

また、本市の第２期総合戦略 前期戦略の推進にあたっては、すべての市⺠に光があたり、誰も取り残
さないための取り組みを進める第６次総計と同じく、ＳＤＧｓの目標達成を⾒据えた取り組みの推進や、
令和７（2025）年に開幕する⼤阪・関⻄万博に向けて、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデ
ザイン」に資する取り組みを推進してきました。 

後期戦略では、上記の⽅針を踏襲しつつ、⼤阪・関⻄万博の波及効果を「⼋尾の成⻑」につなげる取り
組みや、デジタルの⼒を積極的に活用し、基本目標の達成に向けた取り組みを進めます。 
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３．⼈⼝ビジョンから⾒える本市の現状と課題（前期戦略からの継続） 
（１） 地域特性を踏まえた安全安心に過ごせるまちの実現 

・本市の⼈⼝は減少傾向にあり、⼈⼝構成においては少⼦⾼齢化が進むとともに、⾼齢者の単身世帯の
増加が⾒込まれることから、災害時も想定し、安全に安⼼して過ごせるまちの実現に向けた施策の展開
や、引き続き、身近な地域での支え合いのコミュニティの醸成が求められます。 

・地域別⼈⼝の推移や傾向は、地域ごとに特性のある状況にあり、特性を踏まえた施策の展開が求められ
ます。また、あらゆる主体が連携して活動し地域課題を解決するために、これまで地域のまちづくりに関わ
る機会がなかった多様な市⺠、地域で活動する企業や団体などが活動に参加するきっかけを増やすことに
より、地域のまちづくりに関わる層を厚くしていくことが求められます。 

 

（２） いつまでも心身ともに健康に暮らせるまちの実現 
・本市の⼈⼝は減少傾向にあり、⼈⼝構成において少⼦⾼齢化が進み、⽣産年齢⼈⼝の減少が続くこと
から、健康寿命を延ばし、誰もが⽣きがいを持って、活躍できることが社会の要請ともなっています。そのた
め、個⼈の健康づくりが継続できるよう、多様な主体が連携しながら社会全体で後押しするような、健康
を守る取り組みが求められます。 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染等による市⺠の⽣命・健康の危機に対し、拡⼤防⽌や治
療等の対策が適切に⾏われることが必要です。 

 

（３） 若い世代が地域に定着し、将来も⾒据えた安心して暮らせるまちの実現 
・若い世代の転出予定や転出意向の理由の上位に「就学・就職・転勤」があり、⼦どもの可能性を拓く、
魅⼒的な教育環境の整備や、結婚や⼦育てなどを契機に再び転入し、暮らしたいと思える環境づくりが
求められています。 

・少⼦化対策に効果がある策として未婚者のニーズが⾼い支援策は、「結婚に対する支援」、「経済的安
定化」、「住宅⾯の支援」となっています。また、希望する⼦どもをもつことができていない若い世代がみられ
るなかで、結婚や出産は個⼈の⾃由な決定に基づくものであることを前提として、⼦どもをもつことを希望
する若い世代が、理想とする⼦どもの数を叶えることができるように環境や支援策を整えていくことが必要で
す。 
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（４） 一⼈ひとりが個性を尊重され、自分らしく活躍できるまちの実現 
・⼥性、⾼齢者、障がい者等すべての市⺠に光があたり、誰⼀⼈取り残されない地域社会を築いていくこと
が必要です。また、近年増加傾向にある外国⼈住⺠は、今後も増加していくことが⾒込まれることから、
外国⼈との共⽣社会づくりを進めていくことが必要です。 

・誰もが地域や職場において活躍できる環境整備を進めることが必要です。また、様々な⽣涯学習・文化・
スポーツなどの活動が⾏われ、地域社会のために活動している⼈が増え、市⺠同⼠の交流を活発にし、
居場所や活躍できる機会の充実が求められます。 

 

（５） しごとの場の充実につながる、活発な産業活動が展開されるまちの実現 
・⼋尾市産業の半数近くの就業者が市⺠であり、産業の活⼒のありようが市⺠の暮らしに⼤きく影響を及
ぼすと考えられるため、引き続き、産業の振興を図ることにより、しごとの場の充実を図ることが重要です。 

・全国でも有数の「ものづくりのまち」として、多様な⽣産工程や技術が集積していることを強みとして、地域
内のつながりによる新たな取り組みへのチャレンジ意欲と、その取り組みを応援する機運醸成により、⼋尾
の産業の稼ぐ⼒を⾼めていくため、事業承継支援を含む既存事業所の継続策や新規事業所の増加に
向けた創業支援、成⻑分野に向けた支援、企業誘致や企業の流出防⽌対策等の充実が必要です。 

・新型コロナウイルス感染症への対応等により、事業活動等をはじめとした社会全体においてデジタル化が
加速している状況です。今後、⾏政のデジタル化とともに、事業者のデジタル化への支援が必要となりま
す。 

 
（６） ⼤都市近郊の利便性と、歴史⽂化・自然の豊かさが両⽴する魅⼒あるまちの実現 

・本市は⼤都市に隣接する利便性と、⾼安⼭等の⾃然や歴史文化の豊かさを味わえる魅⼒的な住環境
を活かして定住意向を⾼めるとともに、定住とは違う多様な形で⼋尾に関わる「関係⼈⼝」の考え⽅を活
かし、⼋尾に興味や愛着をもって関わる⼈々を増やす、定住につながる裾野の拡⼤に向けた取り組みに
ついても、市⺠とともに市全体で進めることが必要です。 

・2025年⼤阪・関⻄万博を⾒据え、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」に資する取り組
みを通じて、まちの活性化を図り、住みよいまちとしてのイメージの確⽴が求められます。 
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４．基本目標 
第２期⼋尾市総合戦略（後期戦略）の推進にあたっては、１．国・府の動向、２．総合戦略の基

本的考え⽅、３．⼈⼝ビジョンから⾒える本市の現状と課題 を踏まえ、引き続き次の基本目標を達成す
るための取り組みを進めます。 
 

【基本目標１】 
地域特性をふまえたまちづくりが進み、安全・安心に暮らせるまち 
 
多様な地域特性を踏まえた魅⼒的な「地域のまちづくり」が進むよう、多様な市⺠の参加・参画を推進

し、豊かなコミュニティの支え合いの中で⾃己実現を図り、⽣きがいの感じられるまちの実現をめざします。 
そういった地域⼒の⾼まり中で⾒守りネットワークが充実し、誰もが安全に安⼼して暮らせるまちとしていき

ます。 
 

【基本目標２】 
みんなの健康をみんなで守る健康づくりのまち 
 
「みんなの健康をみんなで守る」を合⾔葉に、市⺠、地域、事業者、⾏政で協⼒し合う、市を挙げた住

⺠運動とすることで、互いに励まし合いながら取り組みのハードルを下げ、息の⻑い取り組みとして定着する
よう環境を整え、健康づくりのまちを実現します。 

ライフステージに沿い、健康を意識した⽣活習慣の定着に向けた施策を展開し、身近な地域を基点に
幅広い実践を重ねながら、地域における「健康コミュニティ」が広がっています。 

 
【基本目標３】 

若い世代が自分の将来を⾒つめ学び、ライフプランが実現できるまち 
 
若い世代が、⾃らの将来を想い描く結婚や⼦育て等のライフプランを持ち、希望を持てる、選ばれるまち

を実現します。 
そのためにも、豊かな地域コミュニティの中で、切れ目なく妊娠・出産・⼦育て支援が展開され、良好な住

環境が整備されるとともに、未来を切り拓く⼦どもの可能性が伸びる魅⼒的な教育環境を整え、定住志向
の⾼まりにつなげます。 

 
【基本目標４】 

誰もが自分の持つ能⼒や経験を活かし、地域や職場で活躍できるまち 
 
誰もが⽣涯にわたって学び、また、これまで培ってきた様々な経験や技能を様々な場⾯で活かし、職場や

地域のまちづくりで活躍できるまちを実現します。 
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【基本目標５】 
経済成長を推進する、未来志向の産業振興をめざすまち 
 
誰もが、いつまでも⽣きがいをもって働くことができるよう、創業・起業や事業承継を進め、「しごと」の場が

充実するまちを実現します。 
そのためにも、商工業の交流・連携を進め、付加価値の⾼い⼋尾ブランドの浸透を進めるなど、地域資

源を活かした産業振興を進めます。 
 

【基本目標６】 
⾏ってみたい、関わってみたい、住みつづけたい、魅⼒があふれるまち 
 
国内外から⼋尾を訪れてみたい、⼋尾に関わってみたいという個⼈や企業・団体が増え、市⺠であること

の誇りやまちへの愛着の⾼まりにつなげ、⼋尾に暮らし続けたいという⼈を増やしていきます。 
また、新たな魅⼒づくりに向けた取り組みや多様な魅⼒の戦略的な発信を進め、⼋尾のイメージを確⽴

し、⾼めるとともに、魅⼒あふれるまちづくりを推進します。 
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（１） 基本目標１  
基本目標１ 
地域特性をふまえたまちづくりが進み、 
安全・安心に暮らせるまち 
 
 

めざす姿（第６次総計上の施策№－めざす暮らしの姿№）※以下も同様に第６次総計より 
・ 地域住⺠が多様な主体と協⼒・連携し、地域課題の解決に向けた活動が実践されています。   

（30－1） 
・ 様々な地域活動や市⺠活動へ、多くの市⺠が参加することで、地域の組織運営や、地域活動や市⺠

活動の持続性が⾼まっています。（30－２） 
・ 様々な⼈材や活動をつなぐことで、地域の活性化につながるアイデアの創出や、より多くの活動資源が

集まるようになっています。（30－３） 
・ 防災や減災につながる様々な取り組みが広がり、⼋尾の防災⼒が向上し、災害に強いまちになっていま

す。（17－1） 
・ ⼤阪府警・地域・事業所・学校等と連携し、防犯活動や啓発活動に取り組むことにより「⼤阪重点犯

罪」の被害が減っています。（17－２） 
・ 市⺠・地域や事業所、各種団体との連携により地域における消防防災⼒の向上が図られ、災害に強

いまちとなっています。（18－２） 
・ 包括的な支援により、すべての市⺠が夢や⽣きがいをもって、孤⽴することなく住み慣れた地域で⾃分

らしく暮らしています。（23－1） 
・ 地域において、住⺠⼀⼈ひとりが尊重され、お互いの多様性を認めながら、支え⼿側と受け⼿側に分か

れるのではなく、それぞれが役割を持ち、支え合うことで、⾃分らしく活躍しています。（23－２） 
・ 身近な地域で⾼齢者の居場所や社会参加の機会があり、それらを活用しながら⾼齢者が⽣きがいを

もって⾃⽴した⽣活を送っています。（24－１） 
・ 保健、医療、福祉、教育等との連携により地域全体で障がいのある⼈を支えるしくみをつくることで、多

様で複合的な課題を抱える障がいのある⼈やその家族が安⼼して暮らしています。（25－２） 
 

指   標 実績値（R５） 数値目標（R10） 
校区まちづくり協議会が多様な主体と連携した
事業数 

21本 26本 

つなげる支援室で支援調整などを⾏い終結した
割合 

76.0％ 80.0％ 

  

 

 

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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基本的⽅向・施策（施策№―基本⽅針№） 
(1) 地域特性をふまえたまちづくり 

・ 様々な地域団体で組織されている校区まちづくり協議会の強みが活かされ、情報発信や参加の呼び
かけを広く⾏い、各種取り組みを通じて次世代の担い⼿となる⼦どもや若者をはじめ多くの⼈が参加し
活躍できる機会の創出を支援します。（30－①） 

・ 町会本来の意義の再確認や若い⽅等の現役世代の担い⼿による対話の場の創出、デジタル化による
効率化や負担軽減を進め、緩やかにつながることができる持続可能な組織運営や活動を支援します。
（30－②） 

・ 地域における課題解決⼒を⾼めていくために、多様な媒体を用いた情報提供を⾏うとともに、地域住
⺠、地域団体、市⺠活動団体や⼤学等、多様な主体との公益性を意識した連携・協⼒のコーディネ
ートなどの中間支援を充実していきます。（30－③） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
校区まちづくり交付⾦制度における 
加算制度（チャレンジメニュー）の実績件数 

－ 28件 

 
(2) 安全で安心な暮らしができるまちづくり 

・ ⽇頃からの災害に対する備えが災害時に機能するように、地域・事業所・学校等とともに、地区防災
計画に基づく共助による災害対応⼒を⾼める取り組みを進めます。（17－③） 

・ 各地域における地区防災計画の実効性を⾼め、すべての⼈に配慮した避難所運営とともに災害時要
配慮者支援の取り組みを進めます。（17－④） 

・ 「⼤阪重点犯罪」等による犯罪被害の発⽣を減らすために、⼤阪府警・地域・事業所・学校等と連携
した啓発や防犯対策、防犯活動に取り組みます。（17－⑤） 

・ 地域における消防防災⼒の強化に向けて、消防団施設等の機能更新や装備を充実するとともに、消
防団や学⽣消防隊と連携しながら、⾃主防災組織をはじめとした地域組織による⾃⽴した防災訓練
等の実施を促進し、地域組織全体の活性化を図ります。（18－⑥） 

・ 複合化・複雑化した地域課題や支援ニーズに対応するため、様々な相談を受け⽌めるとともに、きめ細
かな情報提供や地域資源の活用により地域の関係性づくりを進め、様々な分野の連携による地域共
⽣社会の構築に取り組みます。（23－①） 

・ 避難⾏動要支援者に「個別避難計画」の作成をきっかけに⾃らの避難⾏動について改めて考える機
会としていただくよう啓発します。また、避難⾏動要支援者の同意者リストなどを活用し、平常時からコミ
ュニティの増進を図り、災害に備えた計画づくりなど、地域における⾒守りのしくみづくりを進めます。（23
－④） 

・ ⾼齢者が尊厳を保ち、⾃⽴した暮らしを送れるように、⾼齢者あんしんセンターをはじめとした関係機関
や事業者等と連携し、認知症や権利擁護に対する取り組みを推進し、相談や⾒守り支援体制の充
実に向けて、地域での支え合いの体制づくりを進めます。（24－②） 
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・ 分野ごとの対応では解決することが困難な多様で複合的な課題に対応できるよう、また、障がいのある
⼈が「親なきあと」も⾃分らしく⽣きていくことのできるよう、地域や関係機関等の連携を深め、地域全体
で障がいのある⼈やその家族を支える体制づくりをさらに進めます。（25－②） 

 
KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 

地区防災計画策定済み地区数 ３地区 28地区 

地区防災計画策定等支援にかかる職員の 
支援地区数 

22地区 28地区 

⼤阪重点犯罪認知件数 357件 294件 

避難⾏動要支援者名簿「同意リスト」を 
提供した小学校区数 

15地区 28地区 

  
 
（主な取り組み） 
 
(1) 地域特性をふまえたまちづくり 

・ 各地域の想いの実現に向けた、地域が主体となったまちづくりへの支援 
・ 町会等を基礎とした緩やかな繋がりを実現するために運営や活動のアップデートを促進・支援 
・ ⼋尾市市⺠活動支援ネットワークセンターの運営による、各地域と市⺠活動団体との連携・協⼒への支

援 
 

(2) 安全で安心な暮らしができるまちづくり 
・ ⾃主防災組織の結成促進及び支援 
・ 地区防災計画の策定支援及び地区防災計画に基づいた防災活動の支援 
・ ⼥性や⼦どもを狙った犯罪防⽌の取り組みのほか、防犯活動団体等への支援や⼈材育成 
・ 消防団の機能充実及び防災リーダーの養成を図るなど、地域住⺠との連携による地域防災⼒を強化す

る取り組みの推進 
・ 地域住⺠の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の整備 
・ 福祉課題を抱える要援護者が住み慣れた地域で安⼼して暮らしていくための中核機関の設置と権利擁

護支援の地域連携ネットワークづくり 
・ 地域における避難⾏動要支援者の把握支援や地域との連携による⽇頃からの⾒守り体制づくりの推進 
・ 認知症地域支援推進員の配置による、地域の連携や支援体制の充実 
・ 障がいのある⽅の⾃⽴に向けた⽣活の支援 
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（２） 基本目標２ 
基本目標２ 
みんなの健康をみんなで守る健康づくりのまち 
 
 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 
・ 「みんなの健康をみんなで守る」健康コミュニティづくりを進めることにより、市⺠⼀⼈ひとりが主体的に健

康づくりに取り組み、いつまでも⼼身ともに健康に暮らせる健康でつながるまちが実現しています。     
（19－１） 

・ 市⺠の⽣命や健康の安全を脅かす⼤規模災害や感染症などへの備えが充実しており、市⺠⼀⼈ひと
りが、安全かつ安⼼して健康な⽣活ができる環境が整っています。（20－１） 

・ 市⺠が適切な医療を受けることができるよう、地域の医療機関等が役割分担と連携を推進し、必要な
医療提供体制が確保されています。（21－１） 

・ かかりつけ医、かかりつけ⻭科医、かかりつけ薬剤師を持ち、医療機能に応じた役割分担を理解し、適
切な医療機関を受診する市⺠が増えています。（21－2） 
 

指   標 実績値（R５） 数値目標（R10） 

男性の健康寿命（前年の暫定値） 78.7歳 81.3歳 

⼥性の健康寿命（前年の暫定値） 83.1歳 85.4歳 

  
 

基本的⽅向・施策（施策№―基本⽅針№） 
(1) 市⺠主体の健康づくりの推進 

・ ⼀⼈ひとりの健康をみんなで支え守る地域づくりに取り組むため、市⺠、地域、学校、事業者、学術研
究機関等と協働のもと、健康に関するデータ等を市⺠に分かりやすく⽰し、市⺠が主体的に健康づくり
に取り組めるよう、環境づくりを進めます。（19－①） 

・ 特定健康診査・がん検診・⻭科健康診査等の受診率をさらに向上させるとともに、保健指導・教育を
通じ、多くの市⺠が「健康であることが幸せである」という意識の醸成を図ります。（19－④） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 

健康のために運動などを⼼がける市⺠の割合 50.8% 65.0% 

国⺠健康保険加入者における特定健康診査
受診率【※出納閉鎖時点】 

33.5% 47.0% 

    

＜関連する SDGs のゴール＞ 



 

 

 

 

16 

 

 

(2) 市⺠一⼈ひとりの健康づくりを支える環境整備 
・ 公衆衛⽣の拠点である保健所として、新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症をはじめとする健

康危機事象に的確に対応するとともに、⼤規模災害時の対応も含めた様々な対策訓練や研修等を
さらに充実し、職員の技術強化に努めることで、市⺠の健康に関する安全・安⼼を確保します。（20
－①） 

・ 「誰も⾃殺に追い込まれることのないまち“やお”」の実現をめざし、みんなで⽣きることを支えるための取り
組みを包括的に推進します。（20－②） 

・ 市⺠が適切な医療を受けることができるよう⼤阪府、中河内医療圏内各市の⾏政機関・医療機関等
が医療サービスに関する各種データを活用する中で、それぞれの機能・役割を果たすことで「在宅医療」
を含む医療提供体制を構築します。（21－①） 

・ 限りある医療資源の有効活用のため、かかりつけ医、かかりつけ⻭科医、かかりつけ薬剤師を持ち、医
療機能に応じた適切な医療機関を受診できるよう、市⺠へ向けたよりわかりやすい情報発信を進めま
す。（21－④） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 

「かかりつけ医」を持っている市⺠の割合 77.6% 80.0% 
  

 
 
（主な取り組み） 
 
(1) 市⺠主体の健康づくりの推進 

・ 「健康まちづくり科学センター」を中⼼とした健康寿命の延伸に向けたまちづくりの推進 
・ ⼤学等との連携による、健康課題とその課題解決に向けた研究分析の実施 
・ 地域の特性に応じた市⺠主体の健康コミュニティづくりの推進 
・ ⽣活習慣病の予防と疾病の早期発⾒を目的とした特定健康診査・がん検診・⻭科健康診査等の実

施 
 

(2) 市⺠一⼈ひとりの健康づくりを支える環境整備 
・ 市⺠の健康・⽣命を脅かす健康危機事象に対し、地域の関係機関と連携した適切な対策を実施 
・ ⼼身の健康に関する個別相談や、指導・助⾔の実施 
・ 関係機関と連携した地域医療体制の充実に向けた取り組み 
・ 地域での健康づくり支援等とあわせて、かかりつけ医等の普及啓発の取り組み 
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（３） 基本目標３ 
基本目標３ 
若い世代が自分の将来を⾒つめ学び、 
ライフプランが実現できるまち 
 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 
・ 妊娠・出産・⼦育ての支援の充実を図ることにより、妊娠・出産を望むすべての⼈が、安⼼して⼦どもを

⽣み育てられる環境が整っています。（１－１） 
・ 保護者が⼦どもや⼦育てに関して、身近にいつでも悩みや不安を相談できるところがあり、適切に対応・

支援を受けられています。（１－２） 
・ 地域全体で⼦育て家庭を⾒守り、支援をすることで、家庭環境にかかわらず、すべての⼦どもの権利が

守られ、体罰のない、⼼身ともに健やかに育つ環境が整っています。（１－３） 
・ ⼦ども・若者が、⾃らの意⾒や気持ちについて⾃由に表現することができており、周囲の⼤⼈がそれを受

け⽌めることができており、「こどもまんなか社会」の実現に向けた取り組みが進められています。（１－
４） 

・ すべての就学前施設において、安全・安⼼な環境のもと、質の⾼い就学前教育・保育の提供により、
⼦どもたちが認定こども園などでいきいきと過ごしています。（２－１） 

・ 多様な就学前教育・保育が提供されることにより、保護者が仕事と⽣活のバランス（ワーク・ライフ・バラ
ンス）を実現するなど、⼦育てがしやすくなっています。（２－２） 

・ 障がいのあるなしにかかわらず、多様な⼦どもたちが、ともに育ちあう環境ができています。（２－３） 
・ 学びと育ちの連続性と⼀貫性により、⼦どもたちが他者とも互いを認め合いながら⾃⽴し、⾃尊感情を

⾼め、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与しています。（３－１） 
・ いじめや不登校などの多様な教育課題の解決に向けてきめ細かな支援ができており、⼦どもたちが健や

かに育っています。（３－２） 
・ すべての⼦どもが安全に安⼼して学校⽣活を過ごすことのできる環境が整っています。（３－３） 
・ 学校・家庭・地域の連携・協働のもと、地域とともにある学校づくりを実践することで、すべての⼦どもが

地域社会全体に⾒守られながら健やかに育っています。（３－４） 
・ 次代を担う⼦どもが、多様な体験・活動を⾏えるように、安全安⼼な居場所を確保できる環境を整え

ることで、将来に希望を持ちながら成⻑しています。（４－１） 
・ ⼦ども・若者の健全育成に関わる主体的な活動を促進することで、すべての⼦ども・若者が健やかに育

っています。（４－２） 
・ ⼦ども・若者がそれぞれに抱えている様々な事情について、相談できる体制が整っており、すべての⼦ど

も・若者、家族が安⼼して暮らしています。（４－３） 
・ ⼦ども・若者が地域に集える居場所があり、社会全体で⻘少年を⾒守り、新たな地域の担い⼿として

活躍しています。（４－４） 
 

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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・ 良質な住まいづくりにより、若者や新婚⼦育て世帯等の定住が進み、活気があふれるまちになっていま
す。（12－１） 
 

指   標 実績値（R５） 数値目標（R10） 

保育入所受入れ枠（４⽉１⽇時点） 6,518⼈ 6,753⼈ 

「⾃分にはよいところがある」と思う児童⽣徒の 
割合 

80.2％ 82.0％ 
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基本的⽅向・施策（施策№―基本⽅針№） 
(1) 結婚・妊娠・出産・⼦育ての切れ目のない支援 

・ ⼋尾市で⼦どもを⽣み育てて良かったと実感できるまちをめざし、妊娠・出産・⼦育ての切れ目のない支
援の充実を図るため、市⺠から⾒てわかりやすい情報提供や利用しやすい相談支援体制の強化を進
めます。（１－①） 

・ 身近な地域で⼦育てに関する相談や交流ができるように、⼦育て家庭をめぐる環境の変化やニーズの
変化に配慮しながら、地域⼦育て支援拠点の運営や相談機関をはじめとした在宅⼦育て支援施策を
展開します。（１－④） 

・ 児童虐待の予防的な観点から早期発⾒や早期の適切な対応を⾏うため、引き続き乳幼児健診等⺟
⼦保健事業をはじめとしたポピュレーション・アプローチによりすべての⼦どもとその保護者の状況の把握に
努めるとともに、状態等に応じたハイリスク・アプローチ体制を充実し、要保護児童対策地域協議会の
関係機関等の相互連携や地域との連携によるソーシャルワーク機能を強化します。（１－⑤） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 

⼦ども・⼦育てに関する総合相談件数 15,216件 16,500件 

１歳６か⽉児健康診査の受診率 96.5％ 100％ 

  
(2) すべての⼦どもが健やかに育つ環境づくり 

・ 学校や保護者以外にも、⼦どもが気軽に相談できる環境を構築するとともに、啓発活動等を通して、
すべての⼈がいじめに対する正しい知識、理解を深め、いじめを認知しやすい環境づくりを進めます。
（１－②） 

・ ヤングケアラーを必要な支援につなぐため、ヤングケアラーへの理解を深める情報を発信するとともに、関
係機関との連携を促進し、積極的な情報収集を図り、相談しやすい環境づくり、相談支援体制の強
化を進めます。（１－③） 

・ 貧困の連鎖を防ぐため、必要な支援が⼦どもや⼦育て世帯に届くよう取り組みます。（１－⑥） 
・ ⼦どもの権利を広く発信し、⼦ども・若者の意⾒を聴くことの⼤切さについての理解を社会全体に広めま

す。また、⼦ども・若者⼀⼈ひとりの意⾒を聴く際には、⼦どもや若者にとって最もよいことは何かを考え、
⼦ども・若者が意⾒を⾔いやすい、意⾒を聴いてもらえる安全で安⼼な環境づくりを⾏います。さらに、
⼦ども・若者が⾃身に関係する政策に対して意⾒を伝え、政策を決めるプロセスに主体的に参画する
機会をつくります。（１－⑦） 

・ 就学前教育・保育の質の向上に向け、公⽴と私⽴との連携・協⼒のもと、研究・研修の充実を図り、
各施設と情報共有を⾏いながらその成果を発信していきます。（２－①） 

・ 集団指導及び実地指導等を通じて認定こども園等における虐待等や不適切保育の防⽌及び発⽣時
の対応に取り組みます。（２－②） 

・ 保育ニーズの増加を踏まえ、市と私⽴園が連携して就職フェアを開催する等、保育教諭の確保に取り
組むとともに、入所施設等の計画的な整備などにも取り組みます。（２－③） 
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・ すべての⼦育て家庭が就労要件を問わず、柔軟に利用できる新たな通園制度の創設及び円滑な実
施に取り組みます。（2－④） 

・ 障がいのあるなしにかかわらず、多様な⼦どもたちが、ともに育ちあう環境づくりを進めるため、インクルーシ
ブ保育の理念の浸透や制度の理解を図り、関係機関の連携強化や職員体制及び研修制度の充実
を図ることにより、⼦ども⼀⼈ひとりに応じた就学前教育・保育の提供に取り組みます。（２－⑤） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
市内で働く保育⼠・保育教諭数 
（４⽉１⽇時点） 

1,684⼈ 1,725⼈ 

障がい児保育（保育サポート枠）の保育施設
入所児童数（４⽉１⽇時点） 

222⼈ 260⼈ 

  

(3) 未来を切り拓く⼦どもを育てるまちづくり 
・ 基礎的・基本的な⾔葉等の知識・理解を深め、論理的に⾃分の考えを書く活動や必要な情報を収

集・選択する活動に取り組みます。また、体験活動等を活かしたキャリア教育や道徳教育の充実を図
り、⾃己肯定感や⾃己有用感を⾼める取り組みを進めます。（３－①） 

・ 実践に活かせる各学校の取り組み事例を共有するとともに、ICT に関わる研修の充実を図り、ICT を
活用した指導⼒など教職員の資質向上に取り組みます。（３－②） 

・ ⼦どもたちと向き合う時間や⾃らの資質・能⼒の向上を図る時間を確保・充実できるよう学校における
働き⽅改革を進めるとともに、「⼋尾市における部活動等のあり⽅に関する⽅針」に沿って、部活動改
革を進めます。（３－③） 

・ 道徳教育や⼈権教育を通じて豊かな⼼を育むとともに、多様なニーズに対応した教育の推進、教育相
談及び教育支援の充実を図ります。（３－④） 

・ いじめを未然に防⽌する教育等を通じて、いじめの防⽌に努めるとともに、専門家と連携した当事者双
⽅への相談や支援体制の充実により、早期対応を図ります。また、学校が主体的にいじめ問題に取り
組むとともに、「いじめをしない、させない、許さない」環境の醸成を図るため、関係機関等とも連携した
取り組みを推進します。（３－⑤） 

・ 不登校の未然防⽌、早期発⾒、早期対応に向けて相談体制の充実を図ります。また、不登校児童
⽣徒の多様な教育機会の確保に向けて、フリースクール等の⺠間施設や地域とも連携しながら不登校
対策を推進するとともに、学校内外での居場所づくりを進めます。（３－⑥） 

・ すべての⼦どもが安全に安⼼して通学できる環境を、地域の協⼒も得ながらつくります。（３－⑦） 
・ 小規模特認校制度を含め学校規模等の適正化に係る各⽅策の検証を⾏うとともに、施設の⽼朽化

や児童⽣徒数の⾒通しを踏まえた分析を⾏い、将来を⾒据えた教育環境づくりを進めていきます。
（３－⑧） 

・ 保護者や地域住⺠の理解・協⼒を得ながら地域とともにある学校づくりをめざすため、学校評議員制
度を活用するなど、各地域の状況も踏まえつつ、本市の実情に合った学校・家庭・地域の連携・協働
による学校づくりを進めます。（３－⑨） 
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・ 次代を担う⼈材の育成のため、放課後⼦ども教室及び放課後児童室事業を充実します。また、⺠間
団体とも協⼒し、様々な体験・活動を⾏うことができる機会を創出し、すべての⼦ども・若者が安⼼して
過ごせる多様な居場所でチャレンジできる環境をつくります。（４－①） 

・ ⼦ども・若者の健全育成に向けて、こども会活動をはじめとする⼦どもの主体的な活動を活性化するとと
もに、⼦どもや⼦育てに関わる活動を⾏う⼈や団体の⾃主的・主体的な取り組みの支援を⾏います。
また、若者が成年の意義を理解し、社会の⼀員として⽣きることができるよう啓発活動に取り組みます。
（４－②） 

・ ⼦ども・若者が抱えている様々な事情について、専門団体や組織との連携を深め、相談しやすい体制
を整えるとともに、わかりやすい情報発信を⾏います。また、支援につながりにくい⼦ども・若者に対して
は、アウトリーチを通じた支援を進めていきます。（４－③） 

・ ⼦ども・若者の主体的な取組みや主体性を育む取り組みを支援することで、⼦ども・若者がチャレンジで
きる環境づくりを⾏います。（４－④） 

・ ⻘少年や若者の居場所づくりについて、地域や各種団体とも協⼒しながら、⼦ども・若者の視点に⽴っ
た多様な取り組みを進めます。（４－⑤） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
「学校に⾏くのは楽しい」と思う児童⽣徒の 
割合 

83.4% 85.4% 

⼦ども・若者の健全育成に係る事業数 254件 352件 
  

(4)若い世代のニーズに対応した住まいづくり 
・ 増加する空家が適切に管理され、流通や活用につなげ、若者や新婚⼦育て世帯等の移住・定住を促

進し、地域コミュニティの活性化を図るため、事業者等と連携した多様なしくみづくりに取り組むことで、
良質な住まいづくりを進めます。（12－①） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
定住を目的とした住宅の新築・購入・リフォーム
等への支援数【累積】 

650件 1,025件 
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（主な取り組み） 
 
(1) 結婚・妊娠・出産・⼦育ての切れ目のない支援 

・ 妊婦乳幼児健康診査の実施 
・ ⺟⼦保健相談員（助産師）による妊娠・出産についての相談支援 
・ 不育症治療等を受けている⽅への治療費等の助成 
・ 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の充実 
・ 地域の身近な⼦育て支援拠点の充実 
・ 就学前施設における在宅児童への⼦育て支援の実施 
・ ⼦育て家庭と地域がつながる仕組みづくりや、⼦育て支援のネットワークづくりの充実 
・ 虐待の発⽣予防、早期発⾒及び⼦どもとその家庭への支援の実施 

 
(2) すべての⼦どもが健やかに育つ環境づくり 

・ いじめ解消の仕組みの構築 
・ ヤングケアラーなど、困難な状況にある⼦どもや⼦育て家庭への支援体制の充実 
・ 就学前児童の質の⾼い教育・保育の実施に向けた施設整備と体制の強化 
・ 保育者等の資質向上を目的とした研修の実施 
・ 私⽴認定こども園等の安定的な運営の支援 
・ 公⽴認定こども園の運営の効率化及びサービスの向上の推進 
・ 私⽴認定こども園等の保育⼠確保を目的とした保育⼠等への補助の実施 
・ 医療的ケア児が安全・安⼼に過ごせる保育環境づくり 
・ 障がいのある⼦どもを早期支援につなぐ保育環境の充実 
・ すべての⼦育て家庭が就労要件を問わず、柔軟に利用できる新たな通園制度の実施 

 
(3) 未来を切り拓く⼦どもを育てるまちづくり 

・ 小・中学校及び義務教育学校での英語教育の充実のため英語指導助⼿を配置 
・ 小・中学校間で連続性のあるカリキュラムに基づく授業実践による教育振興 
・ 学校におけるＩＣＴ環境の整備 
・ 不登校児童⽣徒への支援の充実 
・ 学校における働き⽅改革及び部活動改革の推進 
・ 不登校や問題⾏動等課題のある⼦どもの課題解決のため、スクールソーシャルワーカー（SSW）を学

校へ派遣 
・ 経済的理由によって就学が困難な児童⽣徒の保護者に対し必要な支援の実施 
・ 市⽴小・中学校及び義務教育学校のより良い教育環境づくり及び学校規模等の適正化 
・ ⼦どもや学校の抱える課題解決等に向けた取り組み 
・ 放課後児童室の充実 
・ 放課後や週末における体験活動や地域住⺠との交流活動の実施 
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・ ⼦どもの地域活動への参画支援と体制の充実 
・ ⼦ども、若者の相談、支援体制の充実と活動の促進 
・ 地域における⻘少年の健全育成を図る啓発、情報提供、⼈材育成の促進 

 
(4) 若い世代のニーズに対応した住まいづくり 

・ ニーズに対応した住まいとなるよう、中古、既存住宅の取得・リフォーム・耐震化改修支援及び各補助制
度の拡充等の検討 

・ 空家バンクの活性化及び不動産事業者やＮＰＯ等と連携した空家情報の提供等、既存住宅を循環
させる仕組みづくり 

・ ⼦育て世帯の親元への近居・同居の支援等、安⼼して暮らせる住まいづくりの支援 
・ 移住・定住促進のための情報収集、情報発信 
・ 市営住宅における新婚・⼦育て世帯向け空家募集 
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（４） 基本目標４ 
基本目標４ 
誰もが自分の持つ能⼒や経験を活かし、 
地域や職場で活躍できるまち 
 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 
・ 身近な地域で⾼齢者の居場所や社会参加の機会があり、それらを活用しながら⾼齢者が⽣きがいを

もって⾃⽴した⽣活を送っています。（24－１） 
・ 障がいや障がいのある⼈に対する理解と合理的配慮が促進されることで、障がいの有無にかかわらず、

すべての⼈が、⾃己決定が尊重され社会参加と⾃己実現を図りながら暮らしています。（25－３） 
・ 様々な国籍の⼈たちが文化や習慣などの相互理解を深め、尊重し、学びあいながら共⽣しています。

（29－１） 
・ 職場、地域など様々な場において環境づくりが進むことにより、性別にかかわらず、すべての⼈が活躍し

ています。（27－２） 
・ 共⽣社会の推進により、多くの外国⼈市⺠が⼋尾のまちに集まり、学び、働き、活躍しています。  

（29－２） 
・ 市⺠が⽣涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、学んだ知識や成果

を社会に還元できる環境づくりにより、⾃己の⼈格を磨き、⾼い幸福感を持ちながら地域社会で活躍し
ています。（31－１） 
 

指   標 実績値（R５） 数値目標（R10） 
障がい者雇用率の達成企業割合 
（前年６⽉１⽇時点） 

50.1％   51.5％ ※ 

男⼥共同参画が実現していると思う市⺠の割合 27.7％ 36.5％ 

※ ⺠間企業における障がい者の法定雇用率は、令和５（2023）年度実績値計測時点においては 2.3％でしたが、
令和６（2024）年４⽉に 2.5％に、令和８（2026）年７⽉に 2.7％に引き上げられることを踏まえ、令和 10
（2028）年度の目標値の設定をしています。 

 

 

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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基本的⽅向・施策（施策№―基本⽅針№） 
(1) 一⼈ひとりが個性と多様性を尊重されるまちづくり 

・ ⾼齢者が尊厳を保ち、⾃⽴した暮らしを送れるように、⾼齢者あんしんセンターをはじめとした関係機関
や事業者等と連携し、認知症や権利擁護に対する取り組みを推進し、相談や⾒守り支援体制の充実
に向けて、地域での支え合いの体制づくりを進めます。（24－②） 

・ 障がいのある⼈の⼈権が尊重され、障がいの有無にかかわらず個々の意⾒が様々な取り組みに反映さ
れるなど、社会参加と⾃己実現を図りながら地域でともに暮らす社会づくりに向けて、障がいや障がいの
ある⼈への理解と合理的配慮についてさらに促進していきます。（25－③） 

・ 外国⼈市⺠が安⼼して⼋尾で学び、働き、暮らすことができる環境づくりにより、外国⼈市⺠と⽇本⼈
市⺠、互いの⼈権が尊重される社会づくりを進めます。（29－①） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 

認知症サポーター数 17,702⼈ 22,600⼈ 

外国⼈相談窓⼝における相談件数 2,192件 2,200件 
  

(2) 誰もが居場所と役割を持ち、活躍する地域社会づくり 
・ ⾼齢者が身近な地域で主体的に健康づくりに取り組めるよう、活動を支援し、社会参加の促進や⾃⽴

支援に資する取り組みを推進します。（24－①） 
・ すべての市⺠が個性と能⼒を活かして⾃分らしく活躍できる環境や機会づくりを進めるとともに、本市も事

業主として、市⺠の職業⽣活における活躍を推進し、社会の模範となるべく取り組みを進めます。（27
－⑦） 

・ 働くこと、学ぶことを目的に⽇本に来る外国⼈が、⼋尾市を⽣活拠点とし、活躍できるように、当事者等
の意⾒も参考にしながら、多⾔語による情報発信の強化、相談体制の充実等に取り組みます。（29
－②） 

・ 市⺠の主体的な学術・文化・教養の向上及び⽇常⽣活における課題の解決に寄与する学習が⾏える
よう、学習機会の創出を図ることに加え、時代の変化を踏まえ、市⺠の学習意欲等の向上を図る仕組
みづくりを進めます。（31－①） 

・ 市⺠の⼼豊かな暮らしと、持続可能な⽣涯学習社会となるよう、幅広い世代の市⺠が学んだ知識や成
果を地域で実践し、活躍できる環境づくりを進めます。（31－②） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
市の審議会、委員会などにおける⼥性委員の 
登用の割合（年度末時点） 

35.5％ 41.5％ 

⽣涯学習施設で実施する講座等の参加者数 43,649⼈ 50,000⼈ 
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（主な取り組み） 
 
(1) 一⼈ひとりが個性と多様性を尊重されるまちづくり 

・ 認知症サポーターの養成 
・ 障害者総合福祉センターの運営 
・ 地域の中核的な療育支援施設による総合的な支援の実施 
・ 障がい者の雇用促進・職業の安定や、相談・支援体制の充実 
・ 障がい者の社会参加への支援 
・ 外国⼈市⺠相談事業や外国⼈市⺠情報発信事業などの⽣活支援やコミュニケーション支援による地

域との共⽣に向けた取り組みの推進 
 

(2) 誰もが居場所と役割を持ち、活躍する地域社会づくり 
・ 介護予防活動を身近な地域で⾃主的に⾏うグループを支援 
・ 地域活動やコミュニティなどのあらゆる分野で活躍できる⼥性リーダーの育成支援 
・ ワーク・ライフ・バランスの実現など、⼥性が働きやすい職場づくりに関する取り組み 
・ 地域での多文化共⽣事業の推進 
・ ⽣涯学習センター等における⽣涯学習講座の実施 
・ 文化・スポーツボランティアバンク「まちのなかの達⼈」冊⼦とりまとめや活用推進 
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（５） 基本目標５ 
基本目標５ 
経済成長を推進する、 
未来志向の産業振興をめざすまち 

 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 
・ 働く意欲・希望のあるすべての市⺠が多様な働き⽅で就労を実現しています。（10－１） 
・ ダイバーシティ経営と働き⽅改革の推進により、企業における⼈材確保や定着が進み、すべての市⺠が

ワーク・ライフ・バランスのとれた充実した⽣活を送っています。（10－２） 
・ 地域内のつながりによる新たな取り組みへのチャレンジ意欲とその取り組みを応援する機運醸成により、

イノベーションエコシステムが構築され、⼋尾の好循環につながっています。（９－１） 
・ 操業環境等の整備と企業集積の維持が図られ、活発な産業活動により、職住近在のまちづくりが進ん

でいます。（９－２） 
・ 先輩企業家が次世代の企業家の成⻑を支えることで⼈が集まり、にぎわいが持続するまちとなっていま

す。（９－３） 
・ 個性豊かな商店やオープンファクトリーが増え、地域内外から⼋尾の応援者や、関係⼈⼝の増加ととも

に、⼋尾の産業が全国から注目されています。（９－４） 
 

指   標 実績値（R５） 数値目標（R10） 

⽴地制度活用による雇用⼈数 65⼈ 77⼈ 

産業分野にかかわる関係⼈⼝の対基準年度 
⽐率 

100％ 120％ 

   

 

基本的⽅向・施策（施策№―基本⽅針№） 
(1) 全ての⼈が働く魅⼒を感じる働く場づくり 

・ 働く意欲・希望のあるすべての市⺠に対し、⾃⽴支援及び個別的、包括的、継続的な就労支援を⾏
います。また、就労困難者等に対しては、引き続き、⼀⼈ひとりが抱える課題に応じた支援を⾏います。
（10－①） 

・ 市内企業の⼈材確保や⼈材定着に向けた支援を⾏います。（10－②） 
・ 誰もが働きやすい職場を増やしていくため、企業におけるダイバーシティ経営の推進と働き⽅改革の推進

に関する支援を⾏います。（10－③） 
・ 地域の企業家や商業団体との連携をさらに進めるとともに、社会課題の解決に向けて挑戦しようとする

取り組みに対して、まち全体で応援するしくみを構築し、創業やイノベーションの創出につながる好循環を
⽣み出します。（９－③） 

・ 業種や地域を超えた様々な分野の⼈材のつながりによる共創が⽣まれる⼟壌づくりを積極的に⾏うこと

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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で、⼋尾の産業を支える⼈材の育成や個性豊かな商店の創出をはじめ、垣根を超えたコラボレーション
を増やし、まちの活性化につなげます。（９－④） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
地域就労支援センターにおける相談者の 
雇用達成の割合 

30.2% 35.0％ 

  
(2) 既存事業所の安定した経営と事業継続のための支援の推進 

・ 新たな分野や異業種をはじめ、素材・加工技術等を活かした様々なイノベーションにつながる取り組みの
支援をするとともに、チャレンジを誘発する事業を創出するための環境の整備・システム化を進めます。
（９－①） 

・ ネットワーク先を開拓し、企業誘致支援策等による操業環境の向上と産業集積の維持発展を図りま
す。（９－②） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 

中小企業におけるイノベーション実践数 124事業 63事業  

⼋尾市⽴中小企業サポートセンター相談件数 1,207件 1,248件 

 
(3) 未来志向型の産業振興の展開 

・ 新たな分野や異業種をはじめ、素材・加工技術等を活かした様々なイノベーションにつながる取り組みの
支援をするとともに、チャレンジを誘発する事業を創出するための環境の整備・システム化を進めます。
（９－①） 

・ 地域の企業家や商業団体との連携をさらに進めるとともに、社会課題の解決に向けて挑戦しようとする
取り組みに対して、まち全体で応援するしくみを構築し、創業やイノベーションの創出につながる好循環を
⽣み出します。（９－③） 

・ 業種や地域を超えた様々な分野の⼈材のつながりによる共創が⽣まれる⼟壌づくりを積極的に⾏うこと
で、⼋尾の産業を支える⼈材の育成や個性豊かな商店の創出をはじめ、垣根を超えたコラボレーション
を増やし、まちの活性化につなげます。（９－④） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
次世代企業家育成において市内企業が 
メンター役を担う割合 

53.6% 50.0% 

創業支援対象者のうち創業者数 184者 163者 
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（主な取り組み） 
 
(1) 全ての⼈が働く魅⼒を感じる働く場づくり 

・ 市⺠の就業機会の拡充 
・ 就労困難者等を対象とした、それぞれのレベルに応じた就労に向けた支援の実施 
・ ⼥性・⾼齢者・障がい者・外国⼈材等の活用といった事業所のダイバーシティ経営と、働き⽅改革の取り

組み支援 
 

(2) 既存事業所の安定した経営と事業の継続のための支援の推進 
・ 製品・商品の⾼付加価値化に向けた支援 
・ 市内製造業者の技術・経営の⾼度化への支援 
・ 2025 年⼤阪・関⻄万博を契機とした、市内企業の成⻑や経済波及効果を活かす取り組み 
・ 地域経済の好循環につながる消費・投資の促進 
・ 市内事業者の⼋尾市外への流出防⽌や、企業誘致にかかる取り組みの実施 

 
(3) 未来志向型の産業振興の展開 

・ 市内事業者のデジタルトランスフォーメーションの推進 
・ 分野間連携をはじめデジタル技術を活用した新たな地域経済活性化に向けた取り組み 
・ インキュベーション施設による創業支援 
・ 創業支援機関の連携による、各種相談等を通じた創業に関する取り組みの実施 
・ 実践的な講座から店舗経営を学ぶ機会の提供による、市内での出店の促進 
・ 市内産業や市内事業者に関する情報発信とブランディングの推進 
・ 地域商業の活性化に向けた取り組み支援 
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（６） 基本目標６ 
基本目標６ 
⾏ってみたい、関わってみたい、 
住みつづけたい、魅⼒があふれるまち 
 

めざす姿（施策№－めざす暮らしの姿№） 
・ ⼀⼈ひとりの目的や状況に応じ、様々な移動⼿段を選択でき、誰もが円滑に移動できるまちになってい

ます。（13－１） 
・ 主要駅周辺がにぎわい、それらが交通ネットワークでつながり、⼈や企業が活気にあふれるまちになってい

ます。（14－１） 
・ 計画的な道路整備や⼟地利用により交通渋滞が緩和され、防災⼒が向上するとともに、産業集積の

維持発展と暮らしやすさが共存したまちとなっています。（14－２） 
・ 環境を意識した暮らしや事業活動により、河川や空気がきれいな状態に保たれ、温室効果ガスの排出

量削減に向け、市⺠、事業者と⾏政が⼀体となって取り組みを進めています。（22－１） 
・ ⼋尾のイメージのブランド化が進み、その魅⼒が市内外へ届くことにより市外には⼋尾に興味・関⼼を持

ち、応援する⼈が増えており、⼋尾に移り住む⼈も増えています。（５－１） 
・ 誇りと愛着を持ちながら⼋尾に住み続ける⼈が増えています。（５－２） 
・ ものづくりをはじめ、歴史・文化等の⼋尾の様々な魅⼒に触れる観光客でまちがにぎわい、地域経済が

活性化し、市⺠・地域・企業等の活動・活躍が活発になり地域が活気であふれています。（５－３） 
・ 地域住⺠との協働等による歴史資産等の保全・活用の取り組みが広がり、貴重な文化財が受け継が

れています。（６－１） 
・ ⽣涯学習や学校教育等の様々な機会を通じて、国史跡等の⼋尾の歴史資産に触れることができ、市

⺠が郷⼟に誇りを感じています。（６－２） 
・ 歴史資産や文化財施設の情報を身近に得ることができ、観光と連携した取り組みが進むことにより来

訪者が増え、⼋尾の歴史資産等の魅⼒が市内外に広く知られています。（６－３） 
・ 観光と連携した取り組みにより、⾼安⼭の⾃然や歴史資産に親しむ市⺠や来訪者が増えています。

（７－２） 
・ 景観形成と連携し、⽟串

た ま く し
川
が わ

 や⻑瀬川沿道等がみどりの豊かさや潤
うるお

 いを感じられる魅⼒的な空間として
市⺠に広く知られ、親しまれています。（７－３） 

・ 市⺠の芸術文化活動が盛んに⾏われています。（８－１） 
・ 街中に芸術文化があふれていて⼋尾の魅⼒を感じることができます。（８－３） 
・ 住み続けたいと思えるまちとなるよう、⼤学や企業、他の⾃治体等の多様な主体との連携による⾏政

活動が進んでいます。（32－２） 
 

指   標 実績値（R５） 数値目標（R10） 

若者世代の社会動態 －89⼈ 0⼈ 
   

＜関連する SDGs のゴール＞ 
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基本的⽅向・施策（施策№―基本⽅針№） 
(1) 居住魅⼒にあふれたまちの整備 

・ 新たな公共交通⼿段である乗合タクシーを含め、地域との連携による公共交通の維持存続のための
利用促進に取り組みます。また、都市計画道路や駅前広場の整備に合わせて、渋滞の緩和や交通
結節点機能等を⾼めるなど、移動のための多様な⼿段と機能の拡充に向けた取り組みを進めます。
（13－①） 

・ 今後の交通社会情勢の動向を注視しながら、公共交通の利便性を⾼めるため、これまでの公共交通
を補完する新たなシステムの構築や研究を⾏います。また、より良い⾃転⾞利用環境の整備を促進し
ます。（13－②） 

・ 主要駅周辺の特色を活かしたまちづくり機能の充実のために、駅周辺の整備を進めるとともに、⻑期的
な視点にたった都市計画⼿法等の活用により各エリアのにぎわいの創出に向けた検討を進めます。河
内⼭本駅周辺整備については、引き続き関係機関と連携した取り組みを進めます。また、⼋尾空港⻄
側跡地については引き続き関係機関と連携を図り、市の南部エリアの活性化に資するまちづくりを進め
ます。（14－①） 

・ 引き続き計画的・効果的に都市計画道路の整備を進めます。また、広域的な道路ネットワークを構築
する⼤阪柏原線等については、国や⼤阪府、沿線市等と連携しながら整備を促進します。（14－
②） 

・ 用途地域変更や地区計画の決定といった都市計画⼿法等を活用した適切な規制や誘導を⾏うこと
で、計画的な⼟地の有効活用を進め、にぎわいの創出を図ります。また、低未利用地等の現状を把握
し、地域の課題や市⺠ニーズを踏まえた適切な⼟地利用を図るほか、産業の維持発展や操業環境を
向上させ、職住近在のまちづくりを推進します。（14－③） 

・ 市域の温室効果ガス削減のため、国の制度を活用した公共施設の脱炭素化を進めるとともに、市⺠、
事業者等とのパートナーシップによりさらなる取り組みを進め、次世代のために削減目標の達成をめざし
ます。（22－②） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 
適切な⼟地利用が図られ、暮らしやすいまちに 
なったと感じる市⺠の割合 

36.5% 40.0% 

都市計画道路の整備率 55.9% 57.2% 

 
(2) 市内外への地域資源の発信等によるイメージアップの実現 

・ 観光客の誘客や市外の企業が⼋尾への参入・参画を選択肢として選ぶ、市内外の⼈々が思う⼋尾の
強み、弱み等の様々なデータ分析とともに、万博の効果を⼗分に活かした戦略的なプロモーション展開
を進め、定住魅⼒の向上と移住・来訪意欲の向上を図ります。（５－①） 

・ 地域資源を活用した複数の観光コンテンツの連携や結びつけによる新たな⼋尾の魅⼒資源を創出す
るとともに、市⺠や事業者等が観光客をもてなす機運を⾼めます。（５－②） 

・ 市内の多様な主体の連携を深めるとともに、近隣⾃治体をはじめ様々な⾃治体や（公財）⼤阪観
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光局等との広域的な取り組みを通した新たな観光資源の活用や発信⼒の強化により、インバウンド等
の観光客の増加及び地域経済の活性化につなげます。 （５－③） 

・ 地域に受け継がれてきた様々な歴史資産等を次世代に継承するために、文化財への理解を深める情
報発信を⾏うとともに、文化財に関わる⼈材の発掘やボランティアの継続的な育成を⾏い、地域住⺠
や NPO、ボランティアとの協働による文化財の保全・活用を進めます。（６－①） 

・ 歴史資産を活かしたまちづくりの核として、⽣涯学習や地域での活用のほか市内外への魅⼒発信がで
きるように国史跡⾼安

た か や す
千塚
せ ん づ か

古墳群、由
ゆ

義寺
げ で ら

跡等の整備に引き続き取り組みます。（６－②） 
・ 市⺠にとって新たな発⾒につながり、より多くの⼈が⼋尾の歴史資産等の魅⼒を知ることができるように

歴史資産や文化財施設の情報発信を進めるとともに、⼋尾の歴史を体験できる機会づくりを進めま
す。（６－③） 

・ 多くの⼈が⾼安⼭の様々な魅⼒を実感できるように、各種関係機関と連携して、⾃然や歴史資源等
を巡るハイキング道や散策ルートのネットワーク形成をはじめ、⾼安⼭を活用したまちづくりを進めます。 
（７－②） 

・ 景観形成と連携して、⽟串
た ま く し

川
が わ

や⻑瀬川等の水と緑のネットワーク形成を進めるとともに、桜並木の病虫
害対策に取り組み、市⺠、地域に親しまれるような周知活動や参画促進に取り組みます。（７－
③） 

・ 市⺠の創作・発表活動の活性化に向けて、創作・発表の場の確保、活動に加わるきっかけづくり、活
動・交流の幅の拡⼤を図ります。（８－①） 

・ 芸術文化により⼈・場所・活動がつながっていく芸術文化活動の有機的なネットワーク（やおうえるかむ
コモンズ）の形成に向け、多様な主体（⾏政、観光協会、ＮＰＯ、地域団体、⺠間企業など）が協
働して取り組みます。（８－③） 

・ ⼋尾に「住みたい、住み続けたい」と感じてもらえる⼈を⼀⼈でも増やすため、⼤学や企業、他の⾃治
体等との連携・協⼒による地⽅創⽣に資する取り組みを進めます。（32－⑥） 
 

KPI 実績値（R５） 数値目標（R10） 

観光ウェブサイトアクセス数 － 12,000回 

インスタグラムフォロワー数 2,309⼈ 4,200⼈ 

⼋尾市において身近な場所で、芸術文化に 
触れることができると感じる市⺠の割合 

－ 66.0% 
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（主な取り組み） 
 
(1) 居住魅⼒にあふれたまちの整備 

・ 「⼋尾市地域公共交通計画」に基づいた地域公共交通の維持や利便性向上のための取り組み 
・ 主要駅周辺の特色を活かしたにぎわいの創出 
・ 近鉄河内⼭本駅周辺の交通結節点機能等の強化 
・ ⼋尾空港⻄側跡地における、にぎわいや地域の活⼒と元気を引き出す「複合機能都市拠点」の形成 
・ 道路ネットワークの構築による利便性や防災性等の向上が図れる都市計画道路の整備 
・ 市有施設が多数⽴地する地域における持続可能なにぎわいのあるまちづくりの推進 
・ 脱炭素型まちづくり（ゼロカーボンシティやお）の推進 

 
(2) 市内外への地域資源の発信等によるイメージアップの実現 

・ 情報誌やインターネット等による⼋尾の魅⼒情報の発信 
・ 関係機関と連携した「空飛ぶクルマ」を活かした取り組みや、⼋尾空港の魅⼒を活かした新たなにぎわい

創出 
・ 「映画のまち・やお」づくりの推進 
・ ものづくりや歴史、伝統文化などの地域資源を活用した体験型観光コンテンツによる誘客の推進 
・ 国史跡を中⼼とする歴史資産の活用を促すための周辺環境の保存・整備 
・ ⼋尾の文化、史跡など地域資源の発掘と魅⼒向上に関する取り組み 
・ 誘客や市内観光の周遊性を⾼めるための、文化財を活用した拠点の整備 
・ 多様な主体や他の取り組みと連携した歴史資産の保全・活用と魅⼒の向上・発信に関する取り組み 
・ ハイキング道整備等による緑のネットワーク化の推進 
・ ⽟串

た ま く し
川
が わ

等の桜並木の市⺠・企業との協働による保全・再⽣に向けた取り組み 
・ ⼋尾市芸術文化推進基本計画の推進を図り、地域文化の魅⼒の発信の推進 
・ 市⺠サービスの向上や地域の活性化につなげるため、公⺠連携の取り組みを推進 
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1. 総合戦略の進⾏管理および推進体制 

（１） 進⾏管理 
本市の総合戦略に掲げる、各目標の実現に向けては、基本的⽅向・施策の考え⽅に基づく取り組みを

着実に実施していくとともに、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況を基に、実施した施策・取り組
みの効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改定していくといったＰＤＣＡサイクルにより進⾏管理を⾏っ
ていきます。 

 

（２） 推進体制 
本市の総合戦略の推進にあたっては、庁内連携・庁内調整を図り、⾏政内部において各目標の実現に

向けた取り組みの進捗や重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成度等の検証を⾏うとともに、庁外の様々
な経験や知識を有する⽅々の意⾒を聞く場（⼋尾市総合計画審議会総合戦略部会等）を開催し、総
合戦略の進捗状況に対する意⾒・提案を頂くこととします。 
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2. ⼋尾市総合計画審議会 
後期戦略の策定にあたっては、⼋尾市総合計画審議会に専門部会である総合戦略部会が設置され、前

期戦略における毎年度の進捗管理及び効果検証とともに、令和6年度にそれらを踏まえた後期戦略策定に
かかる審議が実施されました。 

総合戦略部会による審議を踏まえ、⼋尾市総合計画審議会から答申を受けました。 
審議経過は以下の通りです。 
 

（１） 審議経過 
会議（開催⽇） 主な議事 

第１回 ⼋尾市総合計画審議会 

(令和5（2023）年12⽉15⽇（⽉）) 

・委員委嘱 

・諮問 

・審議会の内容と進め⽅について 

・部会設置と部会⻑指名について 

第１回総合戦略部会 

(令和5（2023）年12⽉15⽇（⽉）) 

・令和４年度 第２期総合戦略の効果検証等について 

・令和４年度 デジタル田園都市国家構想交付⾦事業の効果検証につ

いて 

第２回総合戦略部会 

(令和 6（2024）年 2 ⽉ 29 ⽇（木）) 

・⽇本の将来推計⼈⼝と本市の⼈⼝推移について 

・今後の地⽅創⽣に資する取り組みについて 

第３回総合戦略部会 

(令和 6（2024）年 7 ⽉ 25 ⽇（木）) 

・令和５年度 デジタル田園都市国家構想交付⾦事業等の効果検証

について 

・第２期⼋尾市総合戦略 前期戦略の効果検証について 

第４回総合戦略部会 

(令和 6（2024）年 11 ⽉ 7 ⽇（木）) 

・第２期⼋尾市総合戦略 後期戦略（素案）の基本目標１から６の

審議について 

・今後の地⽅創⽣に資する取り組みについて 

第５回総合戦略部会 

(令和 7（2025）年 2 ⽉ 10 ⽇（⽉）) 
・第２期⼋尾市総合戦略（後期戦略）（案）の審議について 

第２回 ⼋尾市総合計画審議会 

(令和 7（2025）年 2 ⽉ 10 ⽇（⽉）) 

・総合戦略部会における審議結果を⼋尾市総合計画審議会へ報告 

・⼋尾市総合計画審議会から第２期⼋尾市総合戦略（後期戦略）

（案）についての答申 
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（２） 答申 
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（３） 総合戦略に関する主要な意⾒ 
【魅⼒創出・活用について】 
・⼋尾市ではものづくりの支援には⼒を入れているが、観光施策にももっと早期に⼒を入れて取り組むべ
きであった。 

・地域魅⼒は観光や教育など多⾯性があるので、それぞれの魅⼒をつなげていけるような整理も必要。
また、イベント出展等に際しても、⼋尾の魅⼒、スポットなどの整理が必要。 

・観光地としてのブランディングについて、住⺠と事業者と⾏政とのコミュニケーションの中でブランディングと
いうものが構築されていくものなので、その辺りのことも踏まえた検討が必要である。 

・河内⾳頭や河内木綿藍染体験などは、多くの外国⼈が好みそうなコンテンツであるため、そういったコン
テンツの発信については英語や中国語、韓国語などの多⾔語対応をするといった工夫が必要。 

・⼋尾空港は非常に魅⼒的な地域資源。⼋尾空港に海外からVIPが降りる場所になり得ると思うし、
そこから⼋尾の工場⾒学に来ていただくなどもいいのでは。そういった有効利用も模索してほしい。 

・コロナ禍以降、廃業する事業者が増加している。廃業理由として倒産やM＆A、物価⾼騰の影響等
があると思うが、廃業の中身の検証とそれをサポートできる環境整備を検討していただきたい。 

・⼋尾といえば、河内⾳頭、⼋尾の枝豆、⼋尾若ごぼうというイメージがあるが、⽣活の中で身近に感じ
られなくなってきているように思う。そういった伝統や特産品をどのようにアピールしていくかが重要。 

 
【産業振興について】 
・中小企業にとって、⾃社の⼒だけで付加価値やブランド⼒を⾼めることは中々難しい。地⽅創⽣の交
付⾦等も活用して、そういった⾃社で取り組むにはハードルが⾼い商品開発などを支援することは良い
取り組みだと思う。 

・近隣の市町村よりも１⼈当たりの製造品出荷額が⾼いというのが⼋尾の特徴であり、ものづくり⾃体が
観光になり得ると思う。他の⼋尾の魅⼒と組み合わせると、他がまねのできない産業観光のコンテンツに
なると思う。 

・ＢtoＢからＢtoＣへの転換ということなら、特に若い⼈が使うようなSNSを活用し、積極的に情報発
信をしていけばよいと思う。 

・産業観光については積極的に取り入れていくべき。ＢtoＢの企業を⾒たいという⽅が全国から来られる
といった貴重な産業観光の資源になると思う。 

・実際にものづくりの現場に来てもらうことと、危険が伴う場所はバーチャルを活用するなど、リアルとオンラ
インとの掛け合わせも可能。バーチャルのみで完結するのではなく、リアルの来訪に繋がる⾒せ⽅の工夫
が重要。 

・オープンファクトリーのイベントは⼤変良い取り組みだと思う。実際に現場でものづくりに触れてもらうという
ことは重要なことだと思うので、今後もぜひ取り組んでいくべき。 
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【2025年⼤阪・関⻄万博について】 
・⼋尾市は⾃治体で唯⼀「⼤阪ヘルスケアパビリオン」へ出展するということは、本当にすごいことだと思
う。ぜひ周囲も巻き込みながら盛り上げていってほしい。 

・万博会場で⼋尾のことを知ってもらい、実際に⼋尾に訪れてもらうことが重要。例えば農園や工場な
ど、万博を契機に繋がりができ、その繋がりが後々に残るような施策の展開ができれば、後々の⼋尾の
発展にも活かせるのではないかと思う。 

・⼋尾市をアピールできる絶好の場である万博の閉幕後のレガシーについて⾏政として⼀番考えておかな
ければいけないと思う。 

 
【指標について】 
・多様性の時代で価値観も変化していく。ＫＰＩも時代とともに変化していくものと考えられるため、後
期戦略の策定にあたり適切な⾒直しが必要。 

・基本目標５の「⽴地制度活用による工場⽴地件数」の指標について、事業用地が枯渇しているとの
記載があるが、まさにその通り。市の努⼒ではどうしようもない部分については指標の⾒直しを検討して
はどうか。 

・指標について、夢や目標を持っていないからだめだということではないし、⼦どもたちが学校に⾏くのが楽
しくないといけないということでもないと思うので、⼦どもたちがそのように捉えてしまわないような配慮も含
めて検討してほしい。 

・いくつか相談件数の指標が設定されているが、相談件数そのものを測るのではなく、相談後の満⾜度・
納得度に焦点を当てることが重要と思う。 

 
【その他】 
・産業観光で訪れる外国⼈は、そのきっかけとして、⽇本のゲームやキャラクターと関連のありそうな事柄
や外国⼈向けのSNSなどで⾒つけて来⽇されることも多い。例えば、影響⼒のあるインフルエンサー等に
発信してもらうなど、誰に訴えていくかという視点が重要。 

・労働⼒について、将来的に⾒れば外国⼈実習⽣などについても⼈材獲得の競争が起こり得ると思わ
れる中で、外国⼈にとっても魅⼒のあるまちづくりを進める施策も必要。 

・例えば、⼦育て相談会を開催しても、そこに出席できないような悩みや不安を抱えている⼈もいると思
う。地域のまちづくりにおいても、そういった集まりに参加しない⼈の意⾒を吸い上げる仕組みの検討は
必要。 
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（４） ⼋尾市総合計画審議会総合戦略部会 委員名簿 
 

No 号数 所属 氏名 備考 

1 １号（学識経験者） 阪南⼤学 国際学部 和泉 ⼤樹 副部会⻑ 

2 １号（学識経験者） ⼤阪学院⼤学 経済学部 和田 聡⼦ 部会⻑ 

3 ２号（⾏政機関） 経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 ⿊木 啓良   

4 ２号（⾏政機関） 布施公共職業安定所 松本 光次   

5 ２号（⾏政機関） ⼤阪府 商工労働部 商工労働総務課 吉田 典⼦   

6 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） 株式会社⽇本政策⾦融公庫 東⼤阪支店 伊藤 由満 Ｒ5 年度 
のみ 

７ ５号（まち・ひと・しごと創⽣） 株式会社⽇本政策⾦融公庫 東⼤阪支店 木村 亘 Ｒ6 年度 
のみ 

8 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） 株式会社池田泉州銀⾏ ⼋尾支店 上木 淳⼀郎   

9 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） ⼋尾商工会議所 川野 充信   

10 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） ⼤阪シティ信用⾦庫 久保 隆志   

11 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） 株式会社ジェイコムウエスト かわち局 鈴木 繁 Ｒ5 年度 
のみ 

12 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） 株式会社ジェイコムウエスト かわち局 谷水 晃⼒ Ｒ6 年度 
のみ 

13 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） 株式会社タカヨシジャパン 髙島 小百合   

14 ５号（まち・ひと・しごと創⽣） ⼤阪糖菓株式会社 野村 しおり   

15 ６号（公募の市⺠） 市⺠委員 ⾼須 彩加 Ｒ5 年度 
のみ 

16 ６号（公募の市⺠） 市⺠委員 古河 真実   

17 ６号（公募の市⺠） 市⺠委員 坂⼝ 雄彦   

18 ６号（公募の市⺠） 市⺠委員 ⽇埜 陽菜 Ｒ6 年度 
のみ 

（敬称略） 

  



 

 

 

40 

 

3. 用語解説（アルファベット・五十音順） 

用語 用語解説 

ＢｔｏＢ・ＢｔｏＣ 

“BtoB“は “Business to Business“の略称で、企業と企業が取引するビジ
ネスモデルのこと。 
⼀⽅、“BtoC“は“Business to Customer/Consumer“の略称で、企業
が⼀般消費者と直接取引するビジネスモデルのこと。 

ＩＣＴ 
“Information & Communication Technology”の略称で、パソコンやス
マートフォンを活用したコミュニケーションによる情報や知識の共有を図るための
情報通信技術のこと。 

ＫＰＩ（重要業績 
評価指標） 

“Key Performance Indicator“の略称で、ある活動における目標達成度
合いを定量的・客観的に測定するための指標。 

Ｍ＆Ａ 
“Mergers & Acquisitions”の略称で、２つの会社が合併して１つになった
り、ある会社が他の会社を買収すること。 

ＮＰＯ 
“Non-profit Organization”の略称で、⺠間非営利組織と訳される。政府
や私企業と並び、独⽴した存在として、⺠間公益活動を⾏う組織・団体のこ
と。 

ＰＤＣＡサイクル 
Plan（計画）→Do（実⾏）→Check（評価）→Action（改善）の頭
文字を取ったものであり、このサイクルを繰り返すことで、目標の達成に向けて継
続的に業務の効率化や最適化を⾏うこと。 

ＳＤＧｓ 

“Sustainable Development Goals”の略称で、平成 27（2015）年 9
⽉の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に
て記載された令和 12（2030）年までに持続可能でよりよい世界をめざす国
際目標のこと。 

ＳＮＳ 

“Social Networking Service”の略称で、登録された利用者同⼠が交流
できるウェブサイトの会員制サービスのこと。⼈と⼈とのつながりを促進・サポート
する、コミュニティ型のウェブサイトのこと。X、Facebook、Instagram などが知
られています。 

アウトリーチ 積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること。 

空家バンク 
空家等の流通の促進を目的に、空家等の所有者と利用希望者のマッチング
をする仕組みのことです。 
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用語 用語解説 

イノベーション 
技術革新という意味だけではなく、科学的な発⾒や技術的な発明をアイデア
等と組み合わせ（結合）、新しい価値を創造し、社会的変化をもたらす幅広
い変革のこと。 

イノベーション 
エコシステム 

エコシステムは、元々は⽣態系の用語で、ある領域（地域や空間など）の⽣
き物や植物がお互いに依存しながら⽣態を維持する関係のようすをエコシステ
ムと呼び、ここでは、イノベーションが誘発するように、地域の関係者が相互に協
働、競争を続ける循環のこと。 

インキュベーション施設 
新たに起業をする⽅や新事業への進出をめざす事業者等に、⼋尾市が運営
する事業用スペース（インキュベートルーム）を貸し出し、経験豊富なインキュ
ベートマネージャーがさまざまな創業の支援を⾏う施設。 

インクルーシブ 

「包み込む」「包含する」という意味で、障がいのある⼈も他の⼈と⼀緒に地域
の学校で学び、地域で働く場を確保し、必要なときに必要な援助や支援を受
けて⽣活するために社会資源を充実し、住⺠ネットワークで障がいのある⼈を
地域社会の中で包み込んで、ともに支えていくことをいいます。 

インバウンド 訪⽇外国⼈旅⾏のこと。 

映画のまち・やお 
⼋尾市内に溢れている⾃然や歴史的な街並み、歴史遺産等の地域資源
を、映画やドラマ等の撮影場所として誘致を⾏い、撮影に使用された場所やも
のの魅⼒を全国に発信していく取り組みのこと。 

（公財）⼤阪観光局 
⼤阪府と⼤阪市における観光事業の振興とコンベンション誘致、その支援等を
⾏う公益財団法⼈。 

⼤阪重点犯罪 

･⼦どもや⼥性を狙った性犯罪（不同意性交等、不同意わいせつ、公然わい
せつ及び痴漢） 
･特殊詐欺 
･⾃動⾞関連犯罪（⾃動⾞盗、⾞上ねらい及び部品ねらい） 

オープンファクトリー 

つくり⼿が活動し、モノをつくりだしていく現場を公開し、来場者（お客様）に
体験してもらう取り組み。普段はお客様を招き入れることのない仕事現場を公
開し、交流をおこなうことで、⾃社製品や仕事に対する⽣の声や新たな気づき
を得ることができます。 

温室効果ガス 
地球の平均気温を上昇させる温室効果をもたらす気体のことで、⼆酸化炭
素、メタン、⼀酸化⼆窒素などがあります。 
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用語 用語解説 

かかりつけ医 
かかりつけ⻭科医 
かかりつけ薬剤師 

「かかりつけ医」とは、身近な地域で⽇常的な医療を受けたり、健康の相談な
どができる医師のこと。「かかりつけ⻭科医」、「かかりつけ薬剤師」についても同
様です。 

学⽣消防隊 
「学⽣消防隊」は⼤阪経済法科⼤学の学⽣で組織する消防支援ボランティア
（ＳＡＦＥＴＹ）のこと。 

関係⼈⼝ 

移住した「定住⼈⼝」でもなく、観光に来た「交流⼈⼝」でもない、地域や地域
の⼈々と多様に関わる⼈々のこと。⼈⼝減少や⾼齢化の進⾏により、まちづく
りの担い⼿不⾜という課題に直⾯していますが、地域によっては若者を中⼼
に、変化を⽣み出す⼈材が地域に入り始めており、「関係⼈⼝」と呼ばれる地
域外の⼈材が地域づくりの担い⼿となることが期待されています。 

健康寿命 
⼀般に、ある健康状態で⽣活することが期待される平均期間またはその指標
の総称を指します。⽣存期間を健康な期間と不健康な期間に分け、集団に
おける各⼈の健康な期間の平均を求めて算出されます。 

減災 
災害時において発⽣し得る被害を最小化するための取り組み。あらかじめ被
害の発⽣を想定した上で、その被害を低減させようとするもの。 

校区まちづくり協議会 

議論の場⼜は対話の場で出された地域における社会的な課題の解決を図
り、地域のまちづくりを推進する組織のこと。⼋尾市市⺠参画と協働のまちづく
り基本条例第 10 条の２に基づき、平成 24（2012）年から市内 28 の各
小学校区において設⽴されています。 

校区まちづくり交付⾦ 
「⼋尾市市⺠参画と協働のまちづくり基本条例」に基づき、校区まちづくり協議
会が作成した「わがまち推進計画」に基づき⾃主的・主体的に取り組まれる地
域のまちづくりに対して財政的支援を⾏うもの。 

交通結節点 
異なる交通⼿段(場合によっては同じ交通⼿段)を相互に連絡する乗り換え・
乗り継ぎ施設のこと。 

合理的配慮 
障がいのある⼈から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必
要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応するこ
と。 

⾼齢者あんしん 
センター 
（地域包括支援 
センター） 

⾼齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らしていけるよう、健康・福祉・介護
などの職員が相談や支援を⾏う機関のこと。本戦略においては、地域の皆さん
により親しみやすく、身近に感じてもらえるように定めた愛称「⾼齢者あんしんセ
ンター」と記載しています。 
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用語 用語解説 

⼦ども・若者 

施策によっては 40 歳未満までのポスト⻘年期と称される期間まで含まれる場
合もありますが、おおむね 0歳から 30 歳未満の者を指す⾔葉として使用され、
⼦供・若者育成支援推進⼤綱（平成 28（2016）年 2 ⽉ 9 ⽇⼦ども・
若者育成支援推進本部決定）によって定義されています。 

こどもまんなか社会 

全てのこども・若者が、⽇本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精
神にのっとり、⽣涯にわたる⼈格形成の基礎を築き、⾃⽴した個⼈としてひとし
く健やかに成⻑することができ、⼼身の状況、置かれている環境等にかかわら
ず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたっ
て幸せな状態（ウェルビーイング）で⽣活を送ることができる社会のこと。（こど
も基本法に規定されるこども⼤綱より抜粋） 

災害時要配慮者 ⾼齢者、障がい者、乳幼児等防災施策において特に配慮を要する⽅。 

⾃主防災組織 
⼤規模災害などの発⽣による被害を防⽌し、軽減するために地域住⺠が連
帯し、協⼒しあって「⾃らのまちは⾃ら守る」という精神により、効果的な防災活
動を実施することを目的に結成された組織のこと。 

⾃尊感情 ⾃分⾃身を価値ある存在と認め⼤切に思う気持ち。 

児童虐待 

保護者（親権を⾏う者、未成年後⾒⼈など）が、その監護する児童に対し
て⾏う次に掲げる⾏為をいいます。 
①身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、など 
②性的虐待…⼦どもへの性的⾏為、性的⾏為を⾒せる、など 
③ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、など 
④⼼理的虐待…⾔葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、など 

市⺠活動支援 
ネットワークセンター 

市⺠活動団体、校区まちづくり協議会、市⺠及び事業者や⼤学などの多様
な主体による⾃主的かつ積極的な社会貢献活動を促進するための「中間支
援」を⾏う組織。 

社会動態 
（社会増減） 

転入、転出及びその他の増減に伴う⼈⼝の増減のこと。（転入ー転出＋その
他増減）が正の数であれば社会増、負の数であれば社会減となる。 

消防団 
「消防団」とは、「⾃らの地域は⾃らで守る」という精神に基づき、普段は様々
な仕事に就いている地域住⺠が、災害発⽣時に非常勤特別職の地⽅公務
員として災害に対応する組織のこと。 
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用語 用語解説 

スクールソーシャル 
ワーカー（SSW） 

社会福祉等に関して専門的な知識（社会福祉⼠など）や経験を有し、⼦ど
もや家庭に関わるさまざまな課題の未然防⽌、早期解決のために、学校と社
会をつなぐ専門家のこと。 

⻘少年 

性別を問わず、婚姻により成年に達したものとみなされるものを除く 18 歳未満
の者。⼤阪府⻘少年健全育成条例により規定され、⻘少年健全育成や⻘
少年非⾏防⽌運動、⻘少年を守るなどのように、多様な社会活動で使用さ
れています。 

ダイバーシティ経営 

性別、年齢、国籍、障がいの有無などだけでなく、キャリアや経験、働き⽅など
も含めた多様性を持つ様々な⼈材を活かし、その能⼒が最⼤限発揮できる機
会を提供することで、イノベーションを⽣み出し、価値創造につなげている経営
のこと。 

⾼安
た か や す

千塚
せ ん づ か

古墳群 

６世紀から７世紀初頭にかけて、⾼安⼭麓に築造された横穴式石室をもつ
古墳で、約 230 基が確認されており、明治時代には E・S・モースや W・ガウ
ランドなどの研究者が訪れ、海外にも紹介されています。平成 27（2015）
年３⽉に古墳の集中する約 63,740 ㎡が国史跡に指定されました。 

地域⼦育て支援拠点 

公共施設や保育所など地域の身近な場所で、保育⼠等専門職やＮＰＯな
ど多様な活動主体の参画による、乳幼児のいる⼦育て中の親⼦の交流や育
児相談、情報提供などを実施する拠点のこと。本市では、公⽴認定こども園
併設の地域⼦育て支援センターと、委託型のつどいの広場等により全市展開
しています。 

地域資源 
地域において⼈が活動するうえで利用できる社会資源。社会資源とは、形の
あるなしに関わらず活用できる資源で、制度、サービス、⼈材、機関、資⾦、
情報、拠点、ネットワーク、⾃然、歴史、文化などの総称をいいます。 

地区計画 
都市計画法に基づき⽐較的小規模の地区を対象に、建築物の建築形態、
公共施設の配置などからみて、⼀体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい
態様を備えた良好な環境の街区を整備し、保全するため定められる計画。 

デジタルトランス 
フォーメーション 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用し
て、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとと
もに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風⼟を変革し、競争上の
優位性を確⽴すること。 
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用語 用語解説 

認知症サポーター 

「認知症に関する正しい知識と理解を身に付け、認知症の⼈やその家族をあ
たたかく⾒守る応援者」のことです。特別になにかの活動を要求されるわけでは
ありませんが、認知症サポーターが、⽇常⽣活の中で認知症の⼈と出会ったと
きに、その⼈の尊厳を損なうことなく、適切な対応をすることが、認知症の⼈と
認知症の⼈を介護する家族の支えになります。 

認知症地域支援 
推進員 

「認知症になっても、住み慣れた環境で暮らし続けることができる地域づくり」の
ため、認知症の⼈やその家族への支援及びその家族が状況に応じて必要な
医療や介護等のサービスが受けられるよう医療機関等関係機関へのつなぎや
連絡調整の支援等を⾏います。 

特定健康診査 
医療保険者が 40 歳以上の被保険者・被扶養者を対象とし、内臓脂肪症
候群（メタボリックシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指
導を必要とする者を的確に抽出するために実施する健康診査のこと。 

パートナーシップ 共通の目的に向かって、対等な⽴場で 2 者以上が協⼒すること。 

ハイリスク・アプローチ 集団の中から、より⾼いリスクをもっている⼈に対して働きかけること。 

避難⾏動要支援者 

⾼齢者、障がい者、外国⼈、妊産婦、乳幼児、難病患者等特に配慮を要す
る要配慮者のうち、災害時や災害のおそれがあるときに⾃ら避難することが困
難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する
⼈々のこと。 

避難⾏動要支援者 
名簿 

平成25（2013）年６⽉の災害対策基本法の⼀部改正により作成が義務
付けられた、⾼齢者、障がい者等の災害発⽣時において特に配慮を要する⼈
（要配慮者）のうち、避難等に特に支援を要する⼈の名簿（避難⾏動要
支援者名簿）のこと。 

不育症 
妊娠はするけれども、流産、死産を繰り返し、結果的に⼦どもを持てない場
合、「不育症」と呼びます。⼀般的には 2 回以上の流産⼜は死産の既往があ
る場合、不育症と診断し、原因を探索します。 

ブランディング 
商品・サービスの価値を、顧客が頭の中で想起できる“知覚された価値”に転
換すること。また、顧客の頭の中にブランドを識別するためのロゴのような記号要
素と知覚価値を浸透させるための活動のこと。 

文化・スポーツボランテ
ィアバンク「まちのなかの
達⼈」 

文化・スポーツの指導や、イベントの運営補助をしていただけるボランティアを紹
介する冊⼦のこと。 
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用語 用語解説 

放課後⼦ども教室 

未来の⼋尾をつくる⼼豊かで健やかな⼦どもを社会全体で育むため、学校を
活用して安全安⼼な⼦どもの活動場所を確保するとともに、地域のボランティ
アの⽅々の参画・協⼒を得て、放課後や週末における⼦どもの体験・交流活
動を⾏うもの。 

放課後児童室 
保護者が就労、疾病などのため昼間不在状況となる児童を対象に、放課後
に学校施設などを利用して適切な遊びおよび⽣活の場を与えるために設置し
ているもの。 

ポピュレーション・ 
アプローチ 

集団全体へアプローチを⾏うことで、全体としてリスクの軽減を図ること。 

メンター 優れた指導者。助⾔者。恩師。顧問。信頼のおける相談相⼿。 

⼋尾の枝豆 

枝豆は、⼤豆・野菜両⽅の栄養的利点を持ち、タンパク質とβーカロテン・ビタ
ミンＣを併せ持つ特徴がある。特に⼋尾産は⼤消費地と隣接しているため、鮮
度良好に加え、完熟の状態で出荷できることで粒が⼤きく、実がしまっていて⽢
みがあり、市場での引き合いも強い⼋尾の特産品。 

⼋尾若ごぼう 

若ごぼうは、食物繊維（サツマイモの約 1.4 倍）や鉄分（ホウレンソウの約
1.6 倍）、さらに葉にはβーカロテンやビタミンＣ・Ｅをはじめ、⾼⾎圧や動脈
硬化への予防効果が期待されているルチンが多く含まれる早春の香り豊かな
注目の野菜で、「⼋尾のえだまめ」と並ぶ本市の特産品。「葉ごぼう」とも呼ば
れるが、特に⼋尾産は、平成25（2013）年度に特許庁より地域団体商標
として「⼋尾若ごぼう」として登録されています。 

ヤングケアラー 
家族の介護その他の⽇常⽣活上の世話を過度に⾏っていると認められる⼦ど
も・若者のこと。 

由
ゆ

義寺
げ で ら

跡 

由義寺は、『続⽇本紀』に記載のある奈良時代の寺院で、称徳天皇が道鏡と
関わりの深い⼸削の地に由義宮の造営と合わせて建⽴しました。曙川南⼟地
区画整理事業に伴う発掘調査で、１辺約 20ｍの塔基壇が発⾒され、平成
30（2018）年 2 ⽉に約 10,498 ㎡が国史跡に指定されました。 

用途地域 
都市計画法に基づく地域地区のひとつであり、都市を住宅地、商業地、工業
地などいくつかに区分し⼟地利用等を定めたもの。全 13 種類あり、現時点で
市内には 11 種類の用途地域を定めています。 
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用語 用語解説 

要保護児童対策 
地域協議会 

要保護児童、要支援児童、特定妊婦などの早期発⾒や適切な支援を図る
ために、関係機関がその⼦ども等に関する必要な情報の交換、支援の内容に
関する協議を⾏うことを目的に、児童福祉法第 25 条の規定に基づき設置さ
れている会議体。児童福祉、保健医療、教育、⼈権擁護、警察・司法の各
団体で構成されています。 

歴史資産 
文化財等の歴史遺産は、活用することによって地域の活性化や郷⼟愛の醸
成に繋がるなど、本市に利益をもたらす経済的効果・価値を有していることか
ら、歴史資産と表記しています。 

ワーク・ライフ・バランス 
国⺠⼀⼈ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たす
とともに、家庭や地域⽣活においても、⼦育て期、中⾼年期などといった⼈⽣
の各段階に応じて多様な⽣き⽅が選択、実現できることをいいます。 
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